




スマホの使い方で困ったことはありませんか？

基本的な使い方から、さまざまな行政手続き方法まで。　

デジタル初心者でも安心してスマホの活用方法を学べる教室です。

スマホへの切り替えを悩んでいる方も大歓迎！

専門の研修を受けた「デジタル活用支援員」が丁寧に説明します。

申込はお電話もしくは裏面の申込用紙よりお願いします。

※研修内容や日程については裏面をご覧ください。

スマホ教室　開催

 “スマホ教室”はじめます！！

参加無料

お問い合わせ
　 申　込

東みよし町社会福祉協議会　東みよし町西庄字横手 70 番地

                   電話 0883-82-6309　　

スマホの活用方法が学べる

申込締切：９月３日（金）

～私たちと一緒にデジタル活用をはじめませんか？～



【基本講座】

①電源の入れ方

②電話のかけ方、カメラの使い方

③アプリのインストール方法

④インターネットの使い方

⑤メールの使い方

⑥地図アプリの使い方

⑦LINE や SNS の使い方

⑧オンライン会議システムの使い方

⑨安心・安全なスマートフォンの利用

三加茂会場

　(社会福祉協議会　集会室）

 9/28　（火）14:00 ～ 16:00   

 9/30　（木）14:00 ～ 17:00

 10/5　（火）14:00 ～ 16:00

 10/7　（木）14:00 ～ 16:00

 10/12（火）14:00 ～ 16:00

 10/14（木）14:00 ～ 17:00

三好会場

　（ふれあい健康館）

10/19（火）14:00 ～ 16:00   

10/21（木）14:00 ～ 17:00

10/26（火）14:00 ～ 16:00

10/28（木）14:00 ～ 16:00

11/2　（火）14:00 ～ 16:00

11/4　（木）14:00 ～ 17:00

日程　各会場：１日各２講義程度を６日間で開催・相談会も実施します

研修内容

名前

住所

連絡先

その他（ご不明点等ございましたらご記入ください）

希望会場　　三加茂　・　三好

【応用講座】

⑩マイナンバーカードの申請方法、利用方法

⑪マイナポータルの活用方法、カードの健康保険証利用

申込用紙 FAX : 0883-76-1088

〒　　　 －

１日目

＊スマホをお持ちでない方も参加可能！

　こちらで端末をご用意いたします！

＊マイナンバーカードの申請がお済でない方！

　インターネットから申請してみませんか！

現在使用している携帯

※両会場講義内容は同じです

①②講座

２日目
③④講座＋相談会
３日目
⑤⑥講座
４日目
⑦⑧講座
５日目
⑨講座＋相談会
６日目
⑩⑪講座＋相談会



クーリング・オフってなに？

2021.8.10発行東みよし町地域包括支援センターだより

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合
でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の
申し込みを撤回したり、解除したりできる制度です。

※ 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

クーリング・オフの要件

・ 代金総額が３０００円以上（消耗品を使用・消費していない）
・ 契約書を受け取った日から８日以内（マルチ商法や内職商法は２０日以内）

クーリング・オフの手続き方法

・ 必ず書面で行う。（はがきで出来ます）
・ 期間内に通知する。
・ クレジット契約している場合は、販売会社とクレジット会社に
同時に通知する。

・ はがきの両面をコピーする。
・ 「特定記録郵便」または「簡易書留」など発信の記録が残る方法で
送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておく。

・ 訪問販売：８日間
・ 訪問購入：８日間
・ 電話勧誘販売：８日間
・ 連鎖販売取引：２０日間
・ 特定継続的役務提供：８日間
・ 業務提供誘引販売取引：２０日間

クーリング・オフできる取引と期間

東みよし町地域包括支援センター
〠771-2501 三好郡東みよし町昼間3673-1
☎0883-76-5580 Fax0883-76-5581



クーリング・オフの書面の書き方（例）

（消費者庁より抜粋）

クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。書き方や手続き方法が分からない
ときは、悩んでいないで、地域包括支援センターや消費生活センター等へ相談しましょう。
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